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Ｗ
Ｔ
Ｉ
は
、
当
初
三
月
開
催
予

定
で
あ
っ
た
の
が
六
月
に
延
期
さ

れ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
地
に
到
着

す
る
ま
で
、
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で

準
備
が
進
ん
で
い
る
か
、
正
直
懐

疑
的
な
気
持
ち
で
い
た
。

が
、
法
廷
の
判
事
団
の
リ
ス
ト

を
見
る
と
、
ブ
ッ
カ
ー
賞
受
賞
で

世
界
的
に
著
名
な
イ
ン
ド
の
作
家

ア
ル
ン
ダ
テ
ィ
・
ロ
イ
や
、
世
界

社
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
創
始
者
の
一

人
で
あ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ウ
タ
ー

ル
な
ど
、
国
際
的
に
も
第
一
線
の

人
々
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
元
国

連
人
道
調
整
官
デ
ニ
ス
・
ハ
リ
デ

文
等
を
伝
え
た
。
ま
た
、
私
た
ち

の
推
薦
で
、
イ
ラ
ク
市
民
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
の
ヤ
ナ
ー
ル
・
モ
ハ
ン
メ

ド
さ
ん
を
検
事
と
し
て
加
え
る
こ

と
も
合
意
さ
れ
た
。

●
経
過
：

、

〇
三
年
一
〇
月
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル

〇
四
年
五
月
ロ
ー
マ
、
九
月
ロ
ン

ド
ン
（
欧
州
社
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

を
経
て
、
今
回
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル

が
四
回
目
。
当
初
三
月
に
予
定
さ

れ
て
い
た
最
終
法
廷
を
六
月
に
延。

期
し
て
の
最
終
準
備
会
で
あ
っ
た

●
調
整
会
議
の
日
程
：

一
八
日
・
簡
単
な
自
己
紹
介
と、

ト
ル
コ
チ
ー
ム
か
ら
の
経
過
報
告

現
段
階
で
の
最
終
法
廷
の
構
想
を

紹
介
し
た
後
、
二
班
に
分
か
れ
て

Ｗ
Ｔ
Ｉ
第
四
回
・
国
際
調
整

会
議
に
つ
い
て

各
公
聴
会
・
法
廷
の
成
果
課
題
を

集
約
す
る
と
と
も
に
、
六
月
最
終。

法
廷
の
構
成
に
つ
い
て
討
議
し
た

一
九
日
・
会
議
参
加
者
は
午
前

中
〜
昼
過
ぎ
ま
で
イ
ラ
ク
戦
争
二

周
年
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
反
戦
デ

（

）

、

モ

約
二
万
人

に
参
加
し
た
後

午
後
に
会
議
を
続
開
。
昨
日
の
二

班
に
分
か
れ
て
の
討
議
を
継
続
し

、

、

た
後

全
体
会
で
議
論
を
共
有
し

参
加
者
が
意
見
を
出
し
合
っ
た
。

二
〇
日
・
メ
デ
ィ
ア
・
情
宣
の

方
針
、
財
政
方
針
を
討
議
し
た
。

●
日
程
：
六
月
二
三
日
（
木
）

〜
二
七
日
（
月
）

●
場
所･

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
内

ト
プ
カ
ピ
宮
殿
敷
地
内

旧
造

幣
局
（Old

Mint
House

）
ホ

ー
ル
（
収
容
四
〜
五
〇
〇
）

●
判
事
団
（Jury

of
Consci

ence

良
心
の
陪
審
員
）

＊
が
主
任
陪
審
員

ア
ラ
・
ギ
ュ
ラ
ー
（
ト
ル
コ
、
著

名
な
写
真
芸
術
家

、
ア
ー
メ
ッ
ト

）

・
オ
ズ
チ
ュ
ル
ク
（
ト
ル
コ
、
鉱

山
労
働
者
活
動
家

、
＊
ア
ル
ン
ダ

）

最
終
法
廷
に
関
し
て
確
定
し

て
い
る
事
項
お
よ
び
討
議
さ

れ
た
内
容

テ
ィ
・
ロ
イ
（
イ
ン
ド
、
作
家

、
）

（

、

ア
イ
シ
ェ
・
エ
ル
ザ
ン

ト
ル
コ

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
工
科
大
学
物
理

学
教
授

、
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ム
ザ
ッ

）

フ
ァ
（
マ
レ
ー
シ
ア
、
公
正
な
世

界
の
た
め
の
国
際
運
動
議
長

、
デ

）

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ク
リ
ー
ガ
ー
（
米

、

）、

国

核
時
代
平
和
政
策
財
団
会
長

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ウ
タ
ー
ル
（
ベ
ル

ギ
ー
、
世
界
社
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
共

同
創
始
者
、
三
大
陸
セ
ン
タ
ー
議

長

「
別
の
ダ
ボ
ス
」
編
集
者

、

、

）

ケ
イ
ダ
ー
・
ア
ス
マ
ル
（
南
ア
、

法
学
教
授
、
前
教
育
相

、
ム
ラ
ッ

）

ト
・
ベ
ル
ゲ
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

政
治
学
者
）

●
検
事
団
（Panel

of
Advoc

ates
and

Witnesses

唱
導

者
・
証
人
団
）＊

が
主
任
検
事

（

、

）、

前
田
朗

日
本

東
京
造
形
大

ア
ー
ミ
ー
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー

カ
（

ナ
ダ
、
カ
ー
ル
ト
ン
大
学
国
際
法

博
士

、
ア
イ
シ
ェ
・
ギ
ュ
ル
・
ア

）

ル
テ
ィ
ナ
イ
（
ト
ル
コ
、
文
化
人

類
学
博
士

、
バ
ス
キ
ン
・
オ
ー
ラ

）

（

、

）、

ン

ト
ル
コ

国
際
関
係
論
教
授

ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
チ
ン
キ
ン
（
英

国
、
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ

ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
国
際
法
教

授

、
コ
リ
ー
ン
・
ク
マ
ー
ル
（
チ

）

、

、

ュ
ニ
ジ
ア
／
イ
ン
ド

社
会
学
者

イ
、
元
国
連
査
察
官
ス
コ
ッ
ト
・

リ
ッ
タ
ー
等
、
こ
の
間
イ
ラ
ク
戦

争
を
鋭
く
告
発
し
て
き
た
各
界
の

ビ
ッ
グ
・
ネ
ー
ム
が
並
ん
で
い
る

で
は
な
い
か
。

法
廷
の
構
成
の
論
議
で
は
、
日

本
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
や
Ｗ
Ｔ
Ｉ
広
島
公

聴
会
の
ど
の
部
分
が
最
も
最
終
法。

廷
に
貢
献
で
き
る
か
を
問
わ
れ
た

日
本
か
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
判
決
を

、

、

最
大
の
成
果
と
し
て

侵
略
の
罪

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
罪
、
戦
争
民
営

化
の
提
起
等
を
、
Ｗ
Ｔ
Ｉ
広
島
公

聴
会
か
ら
は
Ｄ
Ｕ
兵
器
使
用
を
断

罪
し
た
ロ
ザ
リ
ー
・
バ
ー
テ
ル
論

イ
ラ
ク
戦
争
を
裁
く
地
球
規
模
の
取
組
み

６
月
イ
ラ
ク
世
界
法
廷
開
催
へ

最
終
国
際
調
整
会
議
の
報
告

「
イ
ラ
ク
世
界
法
廷
」
は
、
三
月
一
八
か
ら
二
〇
日
ま
で
、
ト
ル
コ

・
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
四
回
目
の
国
際
調
整
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。

世
界
各
地
か
ら
法
廷
運
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
八
ケ
国
約
三
〇
名
が
参

加
し
、
六
月
二
三
〜
二
七
日
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
開
催
す
る
最
終
法

廷
に
む
け
た
準
備
調
整
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
か
ら
は
、
共
同

代
表
の
前
田
朗
さ
ん
と
広
島
の
日
南
田
成
志
さ
ん
の
二
名
が
参
加
。
以

下
、
日
南
田
さ
ん
か
ら
の
詳
し
い
報
告
で
す
。
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者

、
＊
ト
ゥ
ル
グ
ッ
ト
・
タ
ル
ハ

）
ン
リ
（
ト
ル
コ
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー

ル
・
ビ
ル
ギ
大
学
法
学
部
長
）

●
追
加
検
事
団

次
の
メ
ン
バ
ー
を
検
事
団
に
追

加
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

猿
田
佐
世
（
禁
止
兵
器

、
稲
森

）

幸
一
（
日
本
政
府
共
犯

、
ニ
ー
ル

）

フ
ァ
・
バ
グ
ワ
ッ
ト
（
戦
争
民
営

化

ヤ
ナ
ー
ル
・
モ
ハ
ン
マ
ド

女

）、

（

性
へ
の
犯
罪

、
ロ
ン
ダ
・
コ
ペ
ロ

）

ン
（
安
保
理
決
議
１
３
２
５

、
ヒ

）

ラ
フ
・
エ
ル
バ
（
環
境
に
対
す
る

犯
罪
）

●
法
廷
の
全
体
構
成

※
当
初
、
法
廷
の
内
容
を(

Ａ)

具

体
的
な
犯
罪
事
実
と
関
連
国
際
法

の
検
討
、(

Ｂ)

国
際
法
が
カ
バ
ー

し
得
な
い
問
題
の
分
析
と
展
望
、

と
い
う
二
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
た
構

造
が
提
案
さ
れ
た
が
、
議
論
を
通

じ
て
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
以
下

の
よ
う
な
構
成
で
両
方
の
側
面
を

扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。

（
当
面
の
取
り
組
み
）

１
）

フ
リ
ヤ
・
ウ
チ
ュ
ピ
ナ
ル
が

「
法
廷
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
」
に
沿

っ
て
各
項
目
の
担
当
検
事
に
割
り

あ
て
、
整
理
す
る
。

２
）

整
理
さ
れ
た
も
の
を
リ
チ
ャ

ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク
、
ト
ゥ
ル
グ
ッ

ト
・
タ
ル
ハ
ン
ィ
に
提
示
し
コ
メ

ン
ト
を
求
め
る
。

３
）

検
事
団
共
同
代
表
の
承
認
を

得
た
あ
と
、
各
項
目
担
当
者
に
書

簡
が
送
付
さ
れ
、
枠
組
み
と
方
法

を
説
明
し
、
該
当
項
目
で
提
案
さ

れ
て
い
る
証
人
と
報
告
を
示
す
。

各
検
事
の
意
見
と
承
認
が
求
め
ら

れ
る
。

■
平
和
に
対
す
る
罪

Ａ

侵
略(

戦
争)

の
罪

・
侵
略
の
罪
の
定
義

稲
盛
幸
一

・
平
和
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
国

際
法
政
治
シ
ス
テ
ム
の
破
壊

・
占
領
の
違
法
性

・
武
力
行
使
に
関
す
る
国
連
憲
章

違
反
、
人
民
の
自
決
権
、
戦
後
の

権
力
委
譲
と
抵
抗
を
含
む

・
Ｐ
Ｎ
Ａ
Ｃ
と
先
制
攻
撃
論

「

」

・
戦
争
報
道
と

情
報
へ
の
権
利

侵
害

・
連
合
国
支
援
各
国
政
府
の
共
犯

性
（
伊
、
英
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

日
、
独
、
ト
ル
コ
、
韓
国
、
ア

ラ
ブ
各
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
等
）

Ｂ

世
界
反
戦
運
動
の
意
志
に
対

す
る
侵
害

■

戦
争
犯
罪
（
〇
三
年
三
月
二
〇

日
〜
五
月
一
日
）

Ａ

国
際
法
・
国
際
人
道
法
で
禁

じ
ら
れ
て
い
る
兵
器
の
使
用

前
田
、
猿
田

Ｂ

過
剰
／
不
均
衡
な
武
力
使
用

Ｃ

民
間
人
攻
撃

Ｄ

傭
兵
の
犯
罪
性
（
国
連
一
九

七
〇
年
条
約
）

Ｅ

メ
デ
ィ
ア
の
犯
罪
：
虚
偽
の

報
道
と
戦
争
犯
罪
の
無
視

■
人
道
に
対
す
る
罪
（
戦
前
の
経

済
制
裁
、
戦
争
、
占
領
）

Ａ

（
イ
ラ
ク
）
国
内
法
違
反

Ｂ

国
際
法
・
国
際
人
道
法
で
禁

じ
ら
れ
て
い
る
兵
器
の
使
用

猿
田

Ｃ

過
剰
／
不
均
衡
な
武
力
使
用

Ｄ

民
間
人
攻
撃

Ｅ

軍
事
化
と
暴
力
の
文
化
の
影

響
Ｆ

環
境
・
自
然
の
遺
産

ジ
ョ

Ｇ

文
化
遺
産

Ｈ

メ
デ
ィ
ア
：
虚
偽
の
報
道
と

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
無
視

ジ
ャ
ヤ
ン
・
ナ
ヤ
ー
ル

■
世
界
規
模
で
の
含
意

Ａ

軍
に
お
け
る
性
暴
力
の
激
化

（
米
国
・
英
国
他
）

Ｂ

グ
ロ
ー
バ
ル
な
軍
事
化
と

暴
「

力
の
文
化
」
の
拡
散

Ｃ

戦
争
の
民
営
化

ニ
ル
ー
フ

エ
ル
タ
ラ
ー
事
務
局
長

、
ダ
ー
ル

）

・
ジ
ャ
メ
イ
ル
（
米
国
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト

、
デ
ニ
ス
・
ハ
リ
デ
イ

）

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
前
国
連
事
務

総
長
補
佐
官
・
元
人
道
支
援
計
画

担
当
官

、
ジ
ャ
ヤ
ン
・
ナ
ヤ
ー
ル

）

（
英
国/

マ
レ
ー
シ
ア
、
法
学
者
、

レ
リ
オ
バ
ッ
ソ
国
際
財
団
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー

、
ジ
ョ
エ
ル
・
コ
ヴ

）

ェ
ル
（
米
国
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

バ
ー
ド
大
学
社
会
学
教
授
、
二
〇

〇
〇
年
大
統
領
選
緑
の
党
候
補

、
）

ジ
ョ
ン
・
ロ
ス
（
米
国
、
反
戦
活

動
家

ハ
イ
フ
ァ
・
ザ
ン
ガ
ナ

英

）、

（

国/

イ
ラ
ク
、
作
家
・
画
家
・
平
和

活
動
家

、
イ
ッ
サ
・
シ
ヴ
ジ
（
タ

）

ン
ザ
ニ
ア
、
ダ
レ
サ
ラ
ー
ム
大
学

国
際
法
教
授

、
ジ
ム
・
ハ

）

ー
デ
ィ
ン
グ
（
カ
ナ
ダ
、

レ
ジ
ナ
大
学
元
教
授

「
イ

、

ラ
ク
後
―
戦
争
・
帝
国
主

義
・
民
主
主
義
」
著
者

、
）

ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ

（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ハ
ワ
イ

大
学
平
和
学
教
授

、
ケ
ン

）

・
コ
ウ
ツ
（
英
国
、
ノ
ッ

チ
ン
ガ
ム
大
学
元
教
授
・

バ
ー
ト
ラ
ン
ド
ラ
ッ
セ
ル

財
団
議
長

、
リ
ズ
・
フ
ェ

）

ケ
ッ
ト
（
英
国
、
ロ
ン
ド

ン
人
種
問
題
研
究
所
副
所

長

、
メ
テ
・
チ
ュ
ブ
ッ
チ

）

ュ
（
ト
ル
コ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・
イ

ラ
ク
取
材
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

、
ナ

）

ジ
ェ
・
ア
ル
ア
リ
（
エ
ジ
プ
ト
／

英
国
、
エ
ク
セ
タ
ー
大
学
社
会
人

類
学
者

、
＊
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ォ

）

ー
ク
（
米
国
、
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ

大
国
際
法
教
授

、
サ
ハ
ー
ル
・
フ

）

ラ
ン
シ
ス
（
パ
レ
ス
チ
ナ
、
人
権

弁
護
士

サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ン

エ

）、

（

ジ
プ
ト
／
フ
ラ
ン
ス
、
哲
学
者

、
）

ソ
ー
ル
・
ラ
ン
ド
ー
（
米
国
、
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
教
授
、
映

画
監
督
、
批
評
家

、
ス
コ
ッ
ト
・

）

リ
ッ
タ
ー
（
米
国
、
元
海
兵
隊
員

・
国
連
イ
ラ
ク
特
別
査
察
官

、
ト

）

ー
マ
ス
・
フ
ァ
ッ
シ
ー
（
米
国
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
マ
ウ
ン
ト
シ
ナ
イ

大
学
病
理
学
教
授
、D

U

問
題
告
発

WTI参加者も現地での3･19イラク反戦デモに参加
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イスタンブール法廷にイラクから

証人の参加を！ カンパのお願い

●カンパ額 １口 ２０００円

●期間 ６月１０日まで

●振込先 郵便振替

口座番号 ００５１０－３－７７６７６７

口座名 イラク国際戦犯民衆法廷

イスタンブール法廷参加者募集

●参加費（旅費・宿泊費）

１５～２０万円の見込み。詳細は今後。

●参加希望の方は、まず名前･日程を連絡下さい

●参加申し込み先

ＦＡＸ ０３－３２６７－０１４４

houtei@icti-e comメール .

●第一次募集期限 ４月２３日

ァ
・
バ
グ
ワ
ッ
ト

Ｄ

民
族
と
宗
教
の
憎
悪
／
慣
用

の
創
造

Ｅ

政
治
的
・
宗
教
的
急
進
主
義

の
発
生
（
米
国
の
キ
リ
ス
ト
教

原
理
主
義
と
イ
ス
ラ
ム
原
理
主

義
）

Ｆ

国
際
機
関
の
役
割

■

将
来
へ
の
対
案
／
提
案

■

国
際
法
・
国
際
人
道
法
で
禁
止

さ
れ
て
い
る
兵
器
の
使
用

・
米
国
と
大
量
破
壊
兵
器

・
Ｄ
Ｕ
兵
器

・
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾

（

）

・
燃
焼
兵
器

均
衡
性
・
合
法
性

■

民
間
人
に
対
す
る
攻
撃

[

直
接
的
攻
撃]

・
一
般
論

・
性
差
に
基
づ
い
た
暴
力

レ
イ

プ
、
強
制
売
春
、
性
奴
隷
制

・
軍
事
目
標
及
び
運
送
車
両
へ
の

攻
撃
（
対

付
随
的
損
害
）

・
居
住
地
域
へ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
爆

弾
使
用

・
政
権
首
脳
へ
の
空
爆

・
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
無
差
別
攻
撃

・
メ
デ
ィ
ア
放
送
局
と
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
へ
の
意
図
的
標
的

・
過
剰
な
武
力
使
用
（
均
衡
性
）

・
人
権
侵
害
（
拘
束
者
に
対
す
る

拷
問
と
不
当
な
扱
い
を
含
む
）

[

安
全
確
保
の
欠
如]

・
身
体
的
安
全
確
保
の
欠
如
（
性

的
安
全
、
移
動
の
安
全
、
子
供

の
安
全
、
略
奪
・
・
・
）

・
医
療
と
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
提

供
の
欠
如

・
検
問
と
移
動
の
自
由
へ
の
制
限

●
財
政
・
動
員
・
メ
デ
ィ
ア
広

報
等

※
財
政
に
つ
い
て
は
三
日
目
の
最

後
の
時
間
に
討
議
さ
れ
ま
し
た
。

が
、
明
確
な
ペ
ー
パ
ー
は
用
意
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
イ

ス
タ
ン
ブ
ー
ル
チ
ー
ム
は
、
二
月

の
広
報
会
議
に
一
五
〇
人
も
の
人

が
各
界
か
ら
結
集
し
、
ぶ
厚
い
協

力
の
申
し
出
が
さ
れ
た
こ
と
等
か

ら
財
政
的
な
裏
づ
け
に
も
自
信
を

も
っ
て
い
ま
し
た
。
自
信
の
根
拠

は
、
①
歴
史
文
化
財
団
か
ら
ト
プ

カ
ピ
宮
殿
敷
地
内
ホ
ー
ル
会
場
の

無
料
提
供
が
確
約
さ
れ
た
こ
と
、

②
法
廷
の
全
過
程
の
複
数
言
語
に

よ
る
同
時
通
訳
を
、
こ
れ
も
イ
ス

タ
ン
ブ
ー
ル
通
訳
者
協
会
が
無
料

協
力
を
申
し
出
て
く
れ
た
こ
と
、

③
多
く
の
著
名
な
ゲ
ス
ト
が
イ
ス

タ
ン
ブ
ー
ル
来
訪
の
際
、
法
廷
の

前
後
に
講
演
会
等
の
開
催
に
合
意

し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
、
④
Ｄ
Ｉ

Ｓ
Ｋ
等
の
労
組
団
体
か
ら
の
協
力

、

。

確
約
が
得
ら
れ
て
い
る

等
で
す

※
動
員
に
つ
い
て
も
、
会
場
が
四

〜
五
〇
〇
の
ホ
ー
ル
と
い
う
こ
と

で
、
む
し
ろ
参
加
を
ど
う
絞
る
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う

で
し
た
。
ま
た
ト
ル
コ
の
運
動
体

の
状
況
か
ら
混
乱
を
回
避
す
る
た

め
に
、
参
加
者
は
必
ず
事
前
登
録

制
に
す
る
そ
う
で
す
。
本
会
場
に

入
り
き
れ
な
い
人
の
た
め
に
は
、

ホ
ー
ル
の
外
の
敷
地
に
大
画
面
の

ス
ク
リ
ー
ン
を
用
意
す
る
こ
と
も

検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
法
廷

会
場
の
周
囲
で
は
、
絵
画
展
示
・

ビ
デ
オ
や
映
画
上
映
等
の
企
画
も。

取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

、

※
メ
デ
ィ
ア
・
広
報
に
関
し
て
は

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
チ
ー
ム
に
参
加

し
て
い
る
ト
ル
ガ
と
キ
ャ
ロ
ラ
イ

ン
の
二
人
が
専
門
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
か
し
て
、
い
か
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
関
心
を
引
き
つ
け
広
く
民

衆
に
宣
伝
が
行
き
わ
た
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
か
、
マ
ス
コ
ミ
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
キ
ー
イ
メ
ー
ジ
等
を。

提
起
し
て
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た

。

近
日
中
に
具
体
化
す
る
は
ず
で
す

ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
へ
の
ブ
リ
ー
フ

ィ
ン
グ
キ
ッ
ト
も
原
案
が
提
案
さ

れ
、
今
回
の
会
議
を
受
け
て
若
干

の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
が
近

日
中
に
公
開
さ
れ
ま
す
。
各
国
実

行
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
し
広

く
広
報
に
利
用
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
イ
ス
タ
ン

ブ
ー
ル
の
広
報
チ
ー
ム
と
各
国
実

行
委
員
会
が
極
力
連
携
を
密
に
し

て
、
Ｗ
Ｔ
Ｉ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

適
切
に
更
新
し
、
六
月
最
終
法
廷

へ
の
期
待
を
高
め
て
行
く
努
力
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
の
取
り
組
み

イ
ラ
ク
侵
略
・
占
領
の
違
法
性

を
包
括
的
に
起
訴
し
、
判
決
に
結

実
さ
せ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
の
成
果
は
、

Ｗ
Ｔ
Ｉ
の
最
終
法
廷
で
も
各
箇
所

で
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
し
、
Ｄ
Ｕ
兵
器
を
扱
っ
た

広
島
公
聴
会
の
諸
証
拠
・
論
文
も

貴
重
な
成
果
と
し
て
受
け
止
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
ト
ル
コ
チ

ー
ム
と
協
力
し
て
最
終
法
廷
成
功

の
た
め
に
参
加
団
の
結
成
含
め
、

日
本
側
で
で
き
る
協
力
を
具
体
化

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

●

進
行
中
及
び
今
後
の
予
定

三
〜
四
月

・
リ
ス
ボ
ン

イ
ラ
ク
戦
争
・

占
領
に
関
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル

政
府
の
責
任
分
析

・
カ
イ
ロ

米
国
の
犯
罪
、
ア

ラ
ブ
諸
国
の
共
犯
、
反
戦
運

動
の
弾
圧

・
ロ
ン
ド
ン

ピ
ー
ス
ラ
イ
ツ

連
合
国
に
よ
る
イ
ラ
ク
占

領
へ
の
調
査

・
Ａ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
法
廷
準
備
中

・
パ
キ
ス
タ
ン

準
備
中

五
月

ス
ペ
イ
ン
・
カ
タ
ロ
ニ
ア

ス
ペ
イ
ン
政
府
の
共
犯
性


